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契約の締結に必要な書類（事業支援課で扱う建設工事等） 
事務の流れ 提 出 書 類 等 担当課 

落  札 
▼ 

契約締結 
 

着  工 
 

【工事請負契約】 
 ① いわき市工事請負契約書 構成員数＋１部 ※電子契約の場合は１部 
   
 ② 仲裁合意書 構成員数＋１部 ※電子契約の場合は１部 
    
 ③ 契約保証に関する書類（共同企業体としての保証に限ります。） 
   ※請負代金額が税込500万円未満は免除。 
④ 現場代理人及び主任技術者等通知書 代表者・構成員各１部 

   ※ すべての構成員が主任技術者等を配置し、書類を作成してください。 
   請負代金額が4,500万円（建築一式：9,000万円）以上の場合は、配置された主任技術者等の全員

が当該工事の専任となります。 
 【添付書類】 

現場代理人 ・経歴書 ※任意様式、代表者印による証明を要する 

主任技術者 
又は 

監理技術者 

・経歴書 ※任意様式、代表者印による証明を要する 
・所有する資格を確認できる書類の写し 
・恒常的な雇用関係を確認できる書類 
※P13を確認してください。 

 ⑤ 工事着工届 １部 

 ⑥ 工事工程表 １部 ※契約工期が30日以内の場合、省略可 

 ⑦ 建設業退職金共済制度に係る掛金収納書 １部 
※ 請負代金額が税抜100万円未満の場合は省略可 

   ※ 建設業退職金共済の該当がない場合は、掛金収納書を提出しない理由を記載した理由書にその

理由を証明する書類を添えて提出してください。 

 ⑧ 債権者登録申請書 １部（前金用口座、竣工金用口座） 
  ※ 口座名義は「△△工事○○・××特定建設工事共同企業体 代表者○○」のように、共同企業

体の名称を冠した代表者名義としてください。 

注） ⑤～⑦の書類を一緒に提出できない場合は、契約締結後に工事担当課に直接提出してください。 

■ ①・②の書類は押印のうえ、監督員通知書とともにお渡しします。 

事 

業 

支 

援 

課 

【建設工事に係る測量調査設計委託契約】 
① 業務委託契約書 ２部 ※電子契約の場合は１部 
② 着工届 １部 
③ 工程表 １部 
④ 技術者選任届 １部 
⑤ 契約保証に関する書類 １部 ※請負代金額が税込３００万円未満は免除 
 

※  電子契約を希望する場合は「電子契約利用申請書兼メールアドレス申出書」「契約書」「仲裁合意書」のデータを落札

決定の翌開庁日の12：00までに提出する必要があります。 

※ 各様式については、水道局ホームページからダウンロードしてご利用ください。「事業者の方へ」→「入札・契約情

報」→「入札・契約制度」→「（水道局）電子契約の導入について」 

 変更契約が必要な場合は、事業支援課よりその旨を連絡しますので、変更契約書等は、事業支援課へ提出してください。 
この取扱いは、一般的な工事請負契約の場合であるため、「数か年継続」等による工事の場合は、事務の流れや提出書

類等が異なりますので、別途御相談ください。 
※  建設リサイクル法に関する書類（法第 12 条文書、法第 13 条文書）は、工事監督員へ提出してください。 
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契約保証について（契約保証に関する書類） 

 
 落札者は、「いわき市水道局契約規程第27条」及び「いわき市水道局工事請負契約約款第4条」に

基づき、契約時に、請負代金額の10分の1以上の額の契約保証が必要となります。 
なお、共同企業体（JV）で受注した案件の契約保証については、共同企業体としての保証でなけれ 
ばなりませんのでご注意ください（代表構成員等の単体名義の保証は不可）。 
 
 １ 契約保証と契約締結 

   契約保証は「契約上の義務の履行を確保するために徴する担保」であることから、契約締結時

に契約保証金の納付又は保証書等の提出がない場合は、契約を締結することができません。 
   したがって、契約保証の提出は契約書案の提出と同時に行うことになります。 
 
 
 ２ 契約保証の方法 

   契約保証は、以下の(1)～(5)のいずれかの方法により行ってください。 
    

⑴  契約保証金の納付 

    市水道局の発行する納入通知書兼領収証書により、金融機関等に「現金等」を納付すること。 
※納入通知書兼領収証書は工事担当課が発行します。 

 
   ① 納付後 

ア 金融機関等が領収印を押した「納入通知書兼領収証書」を提示してください。 
イ コピーした後、当該領収証書を返却します。  

 
   ②  納付した現金の還付 

ア 納入通知書兼領収証書の納入内容及び金額を記載した請求書を作成してください。 
イ 記名押印し、完成工事物の引渡し後、工事担当課へ請求してください。 
※ 請求書が提出されない場合、契約保証金の還付が遅延してしまう恐れがありますので、速やかに提出す 
るようご注意ください。 

 
 

⑵  保証事業会社・銀行等金融機関の保証書の提出 
    債務不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関等の保証であること。 
    「保証証書（保証事業会社の場合は約款も含む）」の原本を提出してください。 

※保証事業者会社の電子保証を利用する場合は、別紙（電子保証の導入について）をご確認

ください。 
 

①  損害金の支払を保証する金融機関等 

ア 「公共工事の前払金保証事業に関する法律」第2条第4項に規定する保証事業会社 
イ 「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」に規定する金融機関である銀行等（銀行、

信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合

中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受け入れを行う組合） 

 
   ② 保証申込上の注意 

宛名 「いわき市水道事業管理者○○○○」であること。 
保証責務の内容 工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払であること。 
保証に係る工事の工事名 工事請負契約書に記載される工事名であること。 
保証金額 請負代金額の10分の１以上の金額であること。 
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保証期間 契約工期を含むものであること。 
保証債務履行請求期限 保証期間経過後６か月以上確保されていること。 

 
   ③ 保証書の返還 
     工事目的物の引渡し後、工事担当課へ「保証書に係る受領書」を提出し、保証書の返還を

受け、銀行等へ返還すること。 
 
 

⑶  公共工事履行保証証券（履行ボンド）の提出 
    保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証していること。 

「保証証券 及び 約款」の原本を提出してください。    
【保証申込上の注意】 

債権者 「いわき市水道事業管理者○○○○」であること。 
証券上の主契約の内容としての工事名 工事請負契約書に記載される工事名であること。 
保証金額 請負代金額の10分の１以上の金額であること。 
保証期間 契約工期を含むものであること。 

 
 

⑷  履行保証保険契約に係る証券の提出 

    保険会社が債務の不履行により生ずる損害をてん補する保険契約に係る証券であること。 
「保険証券 及び 約款」の原本を提出してください。 

   【保険申込上の注意】 
被保険者 「いわき市水道事業管理者○○○○」であること。 
申込の種類 定額てん補方式を申し込みすること。 
証券上の契約の内容としての工事名 工事請負契約書に記載される工事名であること。 
保険金額 請負代金額の10分の１以上の金額であること。 
保険期間 契約工期を含むものであること。 

 
⑸ 有価証券の提供 

    有価証券の種類及びその担保価額は、「地方債証券（額面全額）」又は「国債証券（額面全額）」

のいずれかとし、市の出納機関へ提供すること。 
    有価証券が記名有価証券の場合は、その払い込みの際に、売却承諾書及び白紙委任状を添え

て払い込むこと。 
 
   ① 払込後 

ア 出納機関の交付する「保管有価証券領収書」を提示してください。 
イ コピーした後、当該領収書を返却します。 

 
   ② 払い込んだ有価証券の払渡  

工事目的物の引渡し後、工事担当課へ払渡の請求をすること。 
 
３ その他  

請負代金額や工期の変更に伴う契約保証の変更については、発注者の指示に従ってください。 
  （通常は「工期延長」の場合に契約保証の変更を求めております。） 
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電子保証の導入について 
 

建設工事及び測量・設計等工事関係業務委託に係る契約保証及び前払金保証（中間前払金含む）

について、電磁的方法により発行された保証証書（電子証書）の取り扱いを、令和６年４月から開

始します。 

なお、電子証書の申し込み方法等については、保証事業会社にお問い合わせください。 

 

１ 電子証書の提出が可能な契約 

令和６年４月１日以降に締結する建設工事及び測量・設計等工事関係業務委託の契約から提出が

可能となります。 

※ 電子保証の運用開始後も、これまでどおり紙による保証証書の提出も可能です。 

 

２ 電子保証の仕組み及びフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「⑤認証キーの提出」の方法 

(1) 提出いただくもの 

保証事業会社から提供された電子保証にかかる「認証キー」のお知らせ 

(2) 提出先 ※それぞれ紙（印刷）または電子メールで提出してください。 

（ア）契約保証⇒契約担当課 

（イ）前払金保証・中間前払金保証⇒工事担当課 

＜電子メールで提出する場合のメールアドレス＞ 

（ア）『契約保証』 

  ➤事業支援課で入札等を実施した案件：専用アドレス（suido-denshikeiyaku@city.iwaki.lg.jp） 

➤事業支援課以外で入札等を実施した案件：各工事担当課にご確認ください。 

（イ）『前払金保証・中間前払金保証』 

➤各工事担当課にご確認ください。  

＜電子メール送信時の注意事項＞ 

メールの件名は必ず「 【保証名称・認証キー】 受注業者名 」とし、本文中に工事(業務)名、

担当者氏名、連絡先を記載してください。（件名例：【契約保証・認証キー】〇〇〇〇株式会社） 

 

３ その他 
※契約保証のうち、現金納付、金融機関の保証、保険会社の履行保証保険及び工事履行保証 

（履行ボンド）については、従来どおりの取り扱いとなります。 

※書面等により電子証書そのものを提出することは認められませんのでご注意ください。 

電子 

証書 

⑥
電
子
保
証
の
確
認 

④
認
証
キ
□
の
取
得 

②
契
約
の
締
結 

①
保
証
申
込 

受 注 者 

保証事業会社 保証確認サービス 

D-Sure 

発 注 者 
⑤認証キーの提出(※) 

③保証内容の送信 

※事業支援課では前払金保証・中間前払金保証を受領しませんので、送付先にご注意くだ

さい。 
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書類作成上の注意及び記入例 
 
 書類の作成にあたっては、「落札決定通知書」に記載している「工事等名・工事等場所・ 
契約予定日・予定工期」を確認してください。 
 
 また、次ページ以降の記入例は、次の契約を例として作成しております。なお、全ての

書類に記入する日付は和暦（令和〇年〇月〇日）で記入してください。 

工 事 名 いわき市水道局◎◎配水管改良工事 

工 事 場 所 いわき市平字童子町 地内 

契約予定日   令和〇〇年６月 23 日 

契 約 工 期   令和〇〇年６月 25 日～  令和△△年 3 月 13 日 

受 注 者 いわき市水道局◎◎配水管改良工事○○・△△特定建設工事共同企業体 

        代表者 ○×県△▽市□◇町14－15 

             ○○株式会社●●支店 支店長 童子 太郎 

        構成員 ○△県△×市□□町13－12 

             △△株式会社 代表取締役 童子 一護 

請負代金額 ５５，０００，０００円 

       （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ５，０００，０００円） 

 
「書類の提出方法について」・・・・・・・・・・・・・・Ｐ６～８ 

 
     「工事請負契約書」の記入例・・・・・・・・・・・・・Ｐ９～１０ 
 
     「仲裁合意書」の記入例・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１１～１２ 
 
     「現場代理人及び主任技術者等通知書」の記入例・・・・Ｐ１３～１８ 
 
     「工事着工届」の記入例・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１９ 
 
     「工事工程表」の記入例・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２０ 
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書類の提出方法について 

①  紙契約の場合 

「契約の締結に必要な書類（Ｐ.１をご確認ください）」を作成・準備し、落札決定通知書に記
載されている契約予定日までに、事業支援課（管財契約係）へ持参してください。（遠方の場
合は郵送による提出も可とします。） 
提出された契約書類は、受付時に係員が確認します。書類に不備や不足が確認された場 
合は、修正等を指示しますので、速やかに修正を行ってください。 

※  書類の不備や不足に対応できるよう、可能な限り契約予定日より前の書類提出にご 
協力をお願いします。 

※ 契約保証については、契約日までに手続きが完了していなければなりませんのでご 
注意ください。 
 

②  電子契約の場合 

次の手順により、手続きを行ってください。なお、締め切りまでに各書類の提出が無い 
場合や、提出書類に不備・不足がある場合は、電子契約による手続きが継続できず、紙で 
の契約へ移行する場合がありますのでご注意ください。 
電子契約を希望する場合、請負金額が 100 万円以下であっても、「契約書」を取り交わす 
必要があります。（従来の「請書」での契約を希望する場合は、紙での契約となります。） 
※ 日付を遡った契約（電子署名）はできませんのでご注意ください。 

 

⑴ 「電子契約利用申出書類」 及び 「契約書 ・ 仲裁合意書」の提出 

入札の結果、落札者に決定した場合、事業支援課より電話による落札決定の連絡及びＦ
ＡＸによる落札決定通知書等の送付がありますので、 

○ 電子契約利用申請書兼メールアドレス申出書 
○ 契約書（電子契約用） 
○ 仲裁合意書（電子契約用）※工事請負のみ 

の３点を作成し、落札決定日の翌開庁日の正午（12：00）までに、落札決定通知等の書類
に記載されている事業支援課電子契約用専用メールアドレスへ送信してください。 
期限までに申出がなされない（申請書類等のメールが事業支援課で受信確認できない場
合）は、紙での契約を選択したとみなしますのでご注意ください。 
 

※ 電子メール送信時の件名は「【電子契約】○○○○工事（会社名）」としてください。 
※ メール送信後は、事業支援課管財契約係へ電話連絡をしてください。 
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⑵ 「契約関係書類」の提出 

次の書類を作成・準備し、契約予定日の前開庁日の正午（12：00）までに、事業支援課へ
提出してください。 
 

【建設工事の場合】 

○ 工事着工届 
○ 工事工程表 

→ 契約工期が 30 日以内の場合は省略可 
○ 契約保証の関係書類 

→ 請負代金が税込 500 万円未満の場合は免除 
○ 現場代理人及び主任技術者等通知書 

→「経歴書、所有する資格を確認できる書類の写し、恒常的な雇用を確認できる書類の写
し」を含む 

○ 建退共掛金収納書（発注者控） 
→ 請負代金が税抜 100 万円未満の場合は省略可 

建設業退職金共済の該当がない場合は、掛金収納書を提出しない理由を記載した理由
書にその理由を証明する書類を添えて提出してください。 
 

【測量調査設計委託の場合】 

○ 着工届 
○ 工程表 
○ 契約保証の関係書類 → 請負代金が税込 300 万円未満の場合は免除 
○ 技術者選任届 
 
※ 事業支援課管財契約係へ直接持参してください（電子メールでの提出はできません）。   

なお、遠方である場合は郵送での提出も可としますが、提出期限までに提出先へ到着す 
る必要があります。 

※ 書類の不備や不足に対応できるよう、早めの書類提出にご協力をお願いします。 
※ 「契約保証の関係書類」について、保証事業会社の電子保証を利用する方は、電子メール

による提出も可能です。手続きの詳細は、水道局ホームページ内「電子保証の導入について
（令和 6 年 3 月 29 日）」をご確認ください。 

※ 提出書類に不足や不備があり、契約予定日の正午までに解消されなかった場合は電 
子での契約ができません。不備により紙での契約へ移行する場合は、契約書等への押 
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印作業および印紙税の負担が発生しますのでご注意ください。 
 

⑶ 電子契約システムでの「署名」 

⑴の提出の概ね２日後までに、「電子契約利用申請書兼メールアドレス申出書」で届出 
した電子メールアドレス宛に、電子印鑑ＧＭＯサインより「契約への署名依頼メール」が 
届きますので、メール本文内の「文書を確認する」のリンクから、電子契約サービスのウ 
ェブサイトへアクセスし、署名作業を行ってください。 
 
※ 契約予定日の前開庁日の正午（12：00）までに、署名作業を終了してください。 
※ 作業手順については、水道局ホームページ内「電子契約の導入について」をご確 

認ください。 
※ 電子契約サービスにおける作業内容の不明点や不具合の発生等については、電子印 

鑑ＧＭＯサインのヘルプデスクへお問い合わせください。 
【電話：03-6415-7444 、 受付時間：10:00～18:00（土日及び祝日を除く。）】 
 

⑷ 契約締結後の「契約データのダウンロード」 

契約書類等に問題が無い場合は、契約日に水道局側で署名を行い、契約締結となります。 
契約締結後、電子印鑑ＧＭＯサインより「電子署名完了のお知らせ」が届きますので、 

メール本文内の「ダウンロード」のリンクから、電子契約サービスのウェブサイトへア 
クセスのうえ、契約書類等のデータをダウンロードして、自社のＰＣ等に保存してくだ 
さい。データをダウンロードできる期間は１４日間です。期間を過ぎるとダウンロード 
できなくなりますのでご注意下さい。 
 
※ 事業支援課からの「契約書」「仲裁合意書」の郵送は行いませんのでご注意ください。 
※ 契約締結後、監督員通知書をお渡しいたしますので、事業支援課管財契約係までお越し

ください。 
※ 契約書を証拠書類として提出する際に、「電子契約書」に加えて「契約締結証明書」 
の提出を求められた場合は、工事担当課（または予算担当課）へ「契約締結証明書」 
の提供を依頼し、受領してください。 
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     いわき市工事請負契約書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                        ※電子契約の場合、印紙及び押印は不要です。 

収  入 
 

印  紙 

工 事 名 
      いわき市水道局◎◎配水管改良工事 
 
 
工事場所 
      いわき市平字童子町 地内 
 
 
契約工期 
     令和○○ 年 6 月 25 日 から    令和△△ 年 3 月 13 日 まで 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
上記工事について、発注者と受注者は、いわき市水道局契約規程及びいわき市水道局工事請負契

約約款の各条項を遵守の上、請負契約を締結し、受注者はいわき市水道局◎◎配水管改良工事○○・
△△特定建設工事共同企業体協定書により、上記の工事を共同連帯して請負うものとする。 
 
 
 特約条項 
 
 
 
 発注者は、上記工事の監督、指示請負代金額の支払等はすべて代表者 ○○株式会社 ●●支店 

を相手方とし、代表者に対する一連の契約行為は、他の構成員に帰属するものとする。 

請負代金額             円 
 
     

\  5   5  0  0  0  0   0  0 
 
うち取引に係る消費税及び       円 
地方消費税の額 
           

  \   5   0   0   0   0   0  0 
 
契約保証金              円 
 
      \   5   5   0   0   0   0  0 

 
  通常は契約保証金額を記入するが、次のいずれかに該当する

場合は 「免除」と記入し、「￥０」とは記入しないこと 

① 請負代金額が500万円未満の場合 

② 契約保証として、公共工事履行保証証券（履行ボンド）を

提出する場合 

③ 契約保証として、履行保証保険契約に係る証券を提出する

場合 

 

※保証事業会社（東日本建設業保証㈱等）や、銀行等金融機関

の契約保証を使用する場合は、「契約保証金額」を記入すること 

作成部数のうち1部は収入印紙を貼付し、全者消印を押す。 

（印紙税額は国税庁HPで確認してください） 

共同企業体の正式名称を記入する ※工事名称＋各構成員の略称 

 
代表構成員の名称を記入する 

※入札参加有資格者名簿に営業所として登録し

ている場合は支店等まで記入する。 
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上記契約の証として本書３通を作成し、当事者記名押印の上、それぞれ１通を保有する。 

 
   令和○○年6月23日 
 
               発注者 いわき市 
                   いわき市水道事業管理者  ◎◎ ◎◎   □印 
 
 
 
               受注者 いわき市水道局◎◎配水管改良工事 

 

                   ○○・△△特定建設工事共同企業体 

 

 

 

               代表者 ○×県△▽市□◇町14－15 

 

                   ○○株式会社 ●●支店   

 

                     支店長 童子 太郎   ㊞ 

 

 

               構成員 ○△県△×市□□町13－12 

 

                   △△株式会社 

 

                     代表取締役 童子 一護   ㊞ 

 

 

※電子契約の場合は、押印は不要です。 



【記入例】 
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仲 裁 合 意 書 
 
 
 
 
工 事 名 いわき市水道局◎◎配水管改良工事  
 
 
 
 
工事場所 いわき市平字童子町 地内 
 
 
 
 
   令和〇〇年６月２３日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争につい

ては、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に

付し、その仲裁判断に服する。 
 
 
 
           管轄審査会名   福島県建設工事紛争審査会 
 
 
 
   令和〇〇年６月２３日 
 
 
 
           発 注 者   いわき市 
                  いわき市水道事業管理者 ○○ ○○  印 
 
 
 
           受 注 者   いわき市水道局◎◎配水管改良工事 

                   ○○・△△特定建設工事共同企業体 

 

                   代表者 ○×県△▽市□◇町 14－15 

                        ○○株式会社 ●●支店 
                      支店長 童子 太郎 
 
                  構成員 ○△県△×市□□町 13－12 

                      △△株式会社 

                      代表取締役 童子 一護 

 
 
 
注)  裏面「仲裁合意書について」が漏れないようにすること。 

印 

契約日を記載 

契約日と同日 

印 

両面印刷での作成を原則とします。 
裏面の内容を別紙とする場合は、割印

を押印してください。 

 
電子契約の場合、押印は不要です。 
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                             （仲裁合意書の裏面） 

 
仲 裁 合 意 書 に つ い て 

 
 
(1) 仲裁合意について 

  仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約す

る当事者間の契約である。 

  仲裁手続きによってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、

たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできな

い。 

 

(2) 建設工事紛争審査会について 

  建設工事紛争審査会（以下「審査会」という。）は、建設工事の請負契約に関する

紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっ

せん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会（以下

「中央審査会」という。）は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会（以下「都

道府県審査会」という。）は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、

原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、

都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当

事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。 

  審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別

委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。

また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を

有する者である。 

  なお、審査会における仲裁手続きは、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲

裁法の規定が適用される。 
 
 
 



 

 

     現場代理人及び主任技術者等通知書 
   令和〇〇年6月23日契約を締結した、いわき市水道局◎◎配水管改良工事（工期 令和〇〇年6月25日
～令和△△年3月13日）について、いわき市水道局工事請負契約約款第10条の規定に基づき、本件工事の現場
代理人及び主任技術者等（主任技術者又は監理技術者）を下記のとおり定めたので、別添経歴書を添えて通知し
ます。 
 
 いわき市水道事業管理者 様 
 
   令和〇〇年6月23日  
            受注者 住 所 ○×県△▽市□◇町14－15 
                氏 名 いわき市水道局◎◎配水管改良工事 
                   ○○・△△特定建設工事共同企業体 
                   代表者 ○○株式会社●●支店 支店長 童子 太郎 
                    記 
１ 現場代理人（通知日現在、現場代理人・主任技術者等になっている他の工事については、裏面の一覧表のとおりです） 

氏     名 権               限 

△△ △△ 

（  ○年○月○日生） 
○1  約款第10条第２項に規定する権限のすべて 
２ 上記のうち                    を除く。 

（注）１ 該当する事項の番号を○で囲むこと。 

    ２ 建設業法上の営業所の専任技術者である者は現場代理人にはなれない。 
    ３ 現場代理人の常駐義務の緩和を承認された場合を除き、現場代理人は工事現場に常駐する必要がある。 
      （他の工事において現場代理人である者、主任技術者等である者は、当該工事の現場代理人になれない場合がある。） 
２ 主任技術者又は監理技術者（通知日現在、主任技術者等になっている他の工事については、裏面の一覧表のとおりです。） 

 施 工 形 態 技 術 者 
 

１ すべて自社施工する。 

区分 氏 名 役職 資格の名称 

主 任 
技術者 

 
（ 年 月 日生） 

  

 ２ 一部下請施工する。 区分 氏 名 役職 資格の名称 資格者証番号 

 

下
請
金
額
区
分 

ⅰ 下請総額5,000万円未満 主 任 
技術者     

 

ⅱ 下請総額5,000万円以上 
監 理 

技術者 

□□ □□ 
（ 〇年〇月〇日生） 

○○㈱ 
課長 一級土木管理技士 第99999999号 

監 理 
技術者 
補 佐 

 
（ 年 月 日生）    

（注）１ 「施工形態」の欄は、該当する事項の番号を○で囲むこと。 
    ２ 下請総額5,000万円は、建築一式工事の場合は、8,000万円となる。 
    ３ 監理技術者資格者証の交付を受けている技術者は、その写し（表、裏とも）を添付すること。 
    ４ 記載事項に変更が生じた場合には、速やかに再提出すること。（上欄の変更を○で囲むこと。） 
    ５ 建設業法上の営業所の専任技術者である者は専任の主任技術者等にはなれない。 

    ６ 請負金額が4,500万円（建築一式工事にあっては9,000万円）以上の工事における主任技術者等は、工事現場ごとに専任の者であること。 

      (この場合、他の工事において現場代理人である者、主任技術者等である者は、当該工事の主任技術者等にはなれない。） 
 

《監督員確認欄》 
職       氏名           職       氏名            

 現場代理人常駐義務発生日(現場着手日) 
年   月   日 

 主任技術者等の専任義務発生日(工事着手日) 
年   月   日 

※以下は請負金額が500万円以上の場合は、施工体制点検によるため記入不要。 

職       氏名           職       氏名            
確認月日 確  認  結  果 確認月日 確  認  結  果 

 
現場確認の結果、上記記載事項に 
相違 

１ ない 
２ ある 

 
現場確認の結果、上記記載事項に 
相違 

１ ない 
２ ある 
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当初・変更 
当初を○で囲む 

契約日を記入する 

※日付は和暦を記入する 

監督員確認欄は記入しない 

１又は2のうち該当する番号を○で囲む 

注)  裏面「当該工事の現場代理人が兼務する工事一覧表」が漏れないようにすること。 

両面印刷で作成して

ください。 

代表者の場合 

【記入例】 

会社名も記入する 

２に該当する場合、更にⅰ又はⅱのいずれかを○で囲む 

1又は2のうち該当する番号を○で囲む 

次の①～③の資料を添付すること。●現場代理人は①のみ ●主任技術者・監理技術者は①②③全て 

① 経歴書（契約日付で受注者の印による証明がされていること。当該工事の工種の経歴を記載していること。） 

② 所持している資格を確認できる書類の写し（実務経験で主任技術者の資格を得ている場合は①で確認） 

③ 受注者と技術者の直接かつ恒常的な雇用関係を確認できる書類 

※ 監理技術者証の写し、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し、健康保険・厚生年金保険資格取得確認および

標準報酬決定通知書の写し、市民税特別徴収税額の決定通知書の写し、雇用証明書（発行から１年以内）の写しなど 

※ 従来の健康保険証（R7.12.2.で失効）や資格確認書（雇用企業名が記載されていない）は不可 

※ ①の経歴書に「雇用開始年月日（直接的な雇用を開始した日）」が記載されている場合は①でも可 



 
 

当該工事の現場代理人が兼務する工事一覧表 

 
発 注 者 

工  事  名 
工  期 請負金額 適用区分 

（ 施 工 箇 所 ） 

当該工事 いわき市水道局 
いわき市水道局◎◎配水管改良工事 
 

○. 6. 25 
～○.3.13 ¥55,000,000 

 

いわき市平字童子町 地内 

他の工事 いわき市水道局 
□□□□□□□□□□□□□工事 ○. 8. 1 

～○. 3.31 ¥9,999,999 
☑近接工事 
□10km以内 
□少額工事 いわき市△△△ 地内 

     □近接工事 
□10km以内 
□少額工事  

 
   □近接工事 

□10km以内 
□少額工事  

 
   □近接工事 

□10km以内 
□少額工事  

※ 上記に記載した「他の工事」がいわき市発注工事の場合は、「他の工事」の監督員へ写しを提出すること。 
 

 
当該工事の主任技術者等が管理する工事一覧表 

 
発 注 者 

工  事  名 
工  期 請負金額 適用区分 

（ 施 工 箇 所 ） 

当該工事 いわき市水道局 
いわき市水道局◎◎配水管改良工事 
 

○. 6. 25 
～○.3.13 ¥55,000,000 

 

いわき市平字童子 地内 

他の工事 いわき市水道局 
□□□□□□□□□□□□□工事 ○. 8. 1 

～○. 3.31 ¥9,999,999 
☑近接工事 
□10km以内 
□少額工事 いわき市△△△ 地内 

     □近接工事 
□10km以内 
□少額工事  

 
   □近接工事 

□10km以内 
□少額工事  

 
   □近接工事 

□10km以内 
□少額工事  

※ 上記に記載した「他の工事」がいわき市発注工事の場合は、「他の工事」の監督員へ写しを提出すること。 
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[裏面] 
記入例 

【凡例】 
 10km以内： 工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあ

たり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場間の相互の間隔が 10km 程度以下

の近接した場所において、同一の建設業者により施工される工事 
 少額工事：【現場代理人】  工事場所が市内で、契約金額 4,500 万円未満 

（建築一式工事の場合は 9,000 万円未満）の工事 
【主任技術者等】契約金額 4,500 万円未満（建築一式工事の場合は 9,000 万円未満） 

の工事 
 

【現場代理人】今回の工事につ

いて記入する 

 
【現場代理人】既に他の工事の現場代理人をして

いる場合は「他の工事」欄にその内容を記入する 

【主任技術者等】今回の工事について記入する 

 
【主任技術者等】既に他の工事の主任技術者等をしてい

る場合は「他の工事」欄にその内容を記入する 



 

 

     現場代理人及び主任技術者等通知書 
 令和〇〇年6月23日契約を締結した、いわき市水道局◎◎配水管改良工事（工期 令和〇〇年6月25日～令
和△△年3月13日）について、いわき市水道局工事請負契約約款第10条の規定に基づき、本件工事の現場代理
人及び主任技術者等（主任技術者又は監理技術者）を下記のとおり定めたので、別添経歴書を添えて通知します。 
 
 いわき市水道事業管理者 様 
 
 令和〇〇年6月23日  
            受注者 住 所 ○△県△×市□□町13－12 
                氏 名 いわき市水道局◎◎配水管改良工事 
                   ○○・△△特定建設工事共同企業体 
                   構成員 △△株式会社 支店長 童子 一護 
                    記 
１ 現場代理人（通知日現在、現場代理人・主任技術者等になっている他の工事については、裏面の一覧表のとおりです） 

氏     名 権               限 

 

 
１ 約款第10条第２項に規定する権限のすべて 
２ 上記のうち                    を除く。 

（注）１ 該当する事項の番号を○で囲むこと。 

    ２ 建設業法上の営業所の専任技術者である者は現場代理人にはなれない。 
    ３ 現場代理人の常駐義務の緩和を承認された場合を除き、現場代理人は工事現場に常駐する必要がある。 
      （他の工事において現場代理人である者、主任技術者等である者は、当該工事の現場代理人になれない場合がある。） 
２ 主任技術者又は監理技術者（通知日現在、主任技術者等になっている他の工事については、裏面の一覧表のとおりです。） 

 施 工 形 態 技 術 者 
 １ すべて自社施工する。 区分 氏 名 役職 資格の名称 

主 任 
技術者 

 
（ 年 月 日生） 

  

 ２ 一部下請施工する。 区分 氏 名 役職 資格の名称 資格者証番号 

 

下
請
金
額
区
分 

ⅰ 下請総額5,000万円未満 主 任 
技術者 

□□ □□ 
（ 〇年〇月〇日生） 

△△㈱ 
課長 一級土木管理技士 第99999999号 

 

ⅱ 下請総額5,000万円以上 
監 理 

技術者 

 
（ 年 月 日生）    

監 理 
技術者 
補 佐 

 
（ 年 月 日生） 

   

（注）１ 「施工形態」の欄は、該当する事項の番号を○で囲むこと。 
    ２ 下請総額5,000万円は、建築一式工事の場合は、8,000万円となる。 
    ３ 監理技術者資格者証の交付を受けている技術者は、その写し（表、裏とも）を添付すること。 
    ４ 記載事項に変更が生じた場合には、速やかに再提出すること。（上欄の変更を○で囲むこと。） 
    ５ 建設業法上の営業所の専任技術者である者は専任の主任技術者等にはなれない。 

    ６ 請負金額が4,500万円（建築一式工事にあっては9,000万円）以上の工事における主任技術者等は、工事現場ごとに専任の者であること。 

      (この場合、他の工事において現場代理人である者、主任技術者等である者は、当該工事の主任技術者等にはなれない。） 
 

《監督員確認欄》 
職       氏名          職       氏名            

 現場代理人常駐義務発生日(現場着手日) 
年   月   日 

 主任技術者等の専任義務発生日(工事着手日) 
年   月   日 

※以下は請負金額が500万円以上の場合は、施工体制点検によるため記入不要。 

職       氏名           職       氏名            
確認月日 確  認  結  果 確認月日 確  認  結  果 

 
現場確認の結果、上記記載事項に 
相違 

１ ない 
２ ある 

 
現場確認の結果、上記記載事項に 
相違 

１ ない 
２ ある 
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当初・変更 
当初を○で囲む 

契約日を記入する 

監督員確認欄は記入しない 

１又は2のうち該当する番号を○で囲む 

注)  裏面「当該工事の現場代理人が兼務する工事一覧表」が漏れないようにすること。 

両面印刷で作成して

ください。 

構成員の場合 

【記入例】 

現場代理人は記載不要 

２に該当する場合、更にⅰ又はⅱのいずれかを○で囲む 

 

会社名も記入する 



 
 

当該工事の現場代理人が兼務する工事一覧表 

 
発 注 者 

工  事  名 
工  期 請負金額 適用区分 

（ 施 工 箇 所 ） 

当該工事  
  

 
 

 

他の工事  
  

 
□近接工事 
□10km以内 
□少額工事  

 
 

   □近接工事 
□10km以内 
□少額工事  

 
   □近接工事 

□10km以内 
□少額工事  

 
   □近接工事 

□10km以内 
□少額工事  

※ 上記に記載した「他の工事」がいわき市発注工事の場合は、「他の工事」の監督員へ写しを提出すること。 
 

 
当該工事の主任技術者等が管理する工事一覧表 

 
発 注 者 

工  事  名 
工  期 請負金額 適用区分 

（ 施 工 箇 所 ） 

当該工事 いわき市水道局 
いわき市水道局◎◎配水管改良工事 
 

○. 6. 25 
～○.3.13 ¥55,000,000 

 

いわき市平字童子 地内 

他の工事 いわき市水道局 
□□□□□□□□□□□□□工事 ○. 8. 1 

～○. 3.31 ¥9,999,999 
☑近接工事 
□10km以内 
□少額工事 いわき市△△△ 地内 

     □近接工事 
□10km以内 
□少額工事  

 
   □近接工事 

□10km以内 
□少額工事  

 
   □近接工事 

□10km以内 
□少額工事  

※ 上記に記載した「他の工事」がいわき市発注工事の場合は、「他の工事」の監督員へ写しを提出すること。 
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[裏面] 
記入例 

【凡例】 
 10km以内： 工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあ

たり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場間の相互の間隔が 10km 程度以下

の近接した場所において、同一の建設業者により施工される工事 
 少額工事：【現場代理人】  工事場所が市内で、契約金額 4,500 万円未満 

（建築一式工事の場合は 9,000 万円未満）の工事 
【主任技術者等】契約金額 4,500 万円未満（建築一式工事の場合は 9,000 万円未満） 

の工事 
 

【主任技術者等】今回の工事について記入する 

 
【主任技術者等】既に他の工事の主任技術者等をしてい

る場合は「他の工事」欄にその内容を記入する 



R8.4.1 適用 

17 
 

現場代理人の常駐義務緩和措置の改正について 

 

現場代理人については工事現場ごとに常駐するよう義務付けておりますが、次のと

おり一部工事について常駐義務を緩和し、他工事との兼務を認めることとします。 

 

１ 複数の工事の現場代理人を兼務する場合の対象工事 

  工事現場における現場代理人の常駐義務の緩和の対象となる工事は、本市※１又は福島

県及び他市町村（以下「福島県等」）が発注する工事で、次のいずれかの条件を満たす

ものとする。 

  ただし、福島県等が発注する工事との兼務にあたっては、本市及び福島県等がそれぞ

れ現場代理人の兼務を認めた場合に限るものとする。 

⑴ 近接工事等（次のいずれかに該当する工事） 

① 近接工事 

② 工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工

にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が10km 程度

の近接した場所において同一の建設業者が施工する工事 

⑵ 工事場所が市内で、契約金額が4,500 万円未満（建築一式工事の場合は9,000万

円未満）の工事 

 

２ 兼務できる工事件数 

⑴ 本市が発注する他工事と兼務する場合 

兼務できる工事件数は３件までとする。なお、近接工事等については１件とみ

なして加算する。 

 ⑵ 福島県等が発注する工事と兼務する場合 

   兼務できる工事件数は、それぞれの発注機関が定める兼務可能な件数のうち、

最も少ないものをその上限とする。 

 

３ 留意事項 

 ⑴ 工事内容等により品質管理や安全管理に支障があると判断される場合には兼務

を認めない場合があります。 

なお、現場代理人の常駐義務緩和措置は、国などの公共工事等の兼務を認める

ものではありません。 

⑵ 常駐義務緩和措置により複数現場を兼務することとなった工事現場において、

次の事項を履行する必要があります。なお、履行されていないことが確認された

場合は、緩和は認められません。 

① 現場代理人が不在となる工事現場においては、工事現場の取締りのほか、工

事の施工に関する事項を処理できる不在時責任者を指定し、必ず配置すること。 

② 現場代理人は、必ずいずれかの工事現場に駐在すること。 

③ 現場代理人が工事現場を離れるときは、現場の安全管理の徹底を図るととも

に、監督員と必ず連絡が取れる体制を構築すること。 



R8.4.1 適用 
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④ 常駐義務の緩和の対象となる工事に係る連絡体制表を作成し、関係する監督員

全員に提出すること。 

⑤ 現場代理人は、１日に１回以上は当該工事現場に駐在し、現場管理に当たる

こと。 

⑶ 常駐義務の緩和の対象となる工事が、次のいずれかに該当する場合は、⑶の①、②、

③の履行は不要となります。 

ア 工事が完了して竣工検査の待機中となっている場合 

イ 契約後の準備期間中で、工事に着手していない場合 

ウ 他の工事が中止または休止となっている場合 

⑷ 常駐義務の緩和の対象となる工事の現場において、安全管理の不徹底や現場体制

の不備に起因する事故が発生した場合は、直ちに当該現場代理人に対する常駐義

務緩和措置を取り消すものとします。 

⑸ 受注者が工事発注者から現場代理人の常駐義務緩和措置を取り消された際に、

新たな現場代理人を配置することができない場合には、工事発注者は解除権に基

づき当該工事の契約を解除するものとします。 

⑹ 常駐義務緩和措置を取り消された場合には、取り消された事由により一定期間、

当該受注者に対する常駐義務緩和措置を認めないものとします。 

 

 

※１ 本市とは、いわき市水道局のほか、いわき市及びいわき市医療センターを含みます。 



【記入例】 
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工 事 着 工 届 
 
                                      
                                     令和〇〇年６月23日 
 
いわき水道事業管理者 様 

 
 

住 所  ○×県△▽市□◇町14－15 
受 注 者 

                      氏 名  いわき市水道局◎◎配水管改良工事 
                           ○○・△△特定建設工事共同企業体 
                           代表者 ○○株式会社 ●●支店 

                               支店長 童子 太郎 
 
                      電話番号  ××××－××－×××× 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

工 事 名 
       いわき市水道局◎◎配水管改良工事 
 
 
工事場所 
       いわき市平字童子 地内 
 
 
請負代金額                      円 
                                    令和〇〇年 ６ 月 ２３ 日 契約 
          ￥ ５ ５ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 
 
                               契約工期 
                    
                                 令和〇〇年 ６ 月 ２５ 日 から 

令和〇〇年 ６ 月 ２５ 日 着工 
                               令和△△年 ３ 月 １３ 日 まで 

確認欄  
    年  月  日 

 
        課        係  
 

監督員職氏名                

係長 

契約工期の初日を記入する 

契約日の日付を記入する。 

※日付は和暦で記入する 

確認欄は記入しない 



【記入例】 

工  事  工  程  表 
                                                                       

令和〇〇年６月 23日 提出 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注） 工期変更に伴い、変更の工程表を提出する場合は、当初の工程に、変更後の工程を赤で書き加えるなど、変更前後の比較ができるようにすること。 

工事名                    工事場所                    受注者 
    いわき市水道局◎◎配水管改良工事            いわき市平字童子町 地内       

 
 

 確認欄            年  月  日   工事請負代金額             円         令和〇〇年 ６月２５日 から 
                                                 契約工期 
                                 ￥ ５ ５ ０ ０  ０ ０  ０ ０        令和△△年 ３月１３日 まで 
 

                            〇〇月    〇〇月        月      〇〇月    〇〇月       〇〇 月 
 
工事の種類                       10  20    10  20    10  20    10  20    10   20        10   20 
 

〇〇工 
〇〇工 
〇〇工 

係長 

確認欄は記入しない 

契約日を記載 

着工届に記載した契約工期を記載 

○×県△▽市□◇町 14－15 
いわき市水道局◎◎配水管改良工事 
○○・△△特定建設工事共同企業体 

代表者 ○○株式会社●●支店 支店長 童子 太郎 
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